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随意契約理由書

神戸市

随意契約の理由

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　福祉局政策課調査担当　（電話番号　322-5198）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 業 者 名

中央監視システムは、空調、受変電、照明、及び防災設備等の総合的、効率的な管理、制御、監視を行うために設置し
ている。本システムは、全体の管理やデータ収集を行うソフトウェア、サーバ、システム管理情報の表示操作を行う操作
端末や表示器等により構成されている。
本件は、これら構成機器のうちサーバ、操作端末、表示器等を更新し、システムデータやソフトウェアを一部変更のう
え、システムを再整備するものである。本システムは、既設メーカーしか知りえない独自のシステムであるため、上記既
設メーカーをおいて他に実施できない。このため、上記契約の相手方と随意契約を行うものである。

こうべ市民福祉交流センター中央監視システム整備業務
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